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福島県業務継続計画（本庁版）新旧対照表 

 

箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第２章 

１ 

（７～８

頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県内の被害想定 

（略） 

（２）被害想定 

（略） 

表２ 東日本大震災の規模、被害の概要 

（略） （略） 

人的被害 

（死者は震災関連死及

び死亡届等が出された

行方不明者を含む） 

死者：４，１７９名 

行方不明者：０名 

重傷者：２０名 

軽傷者：１６３名 

建物被害 

（警戒区域指定自治体

においては一部未集計

） 

 

 

 

住家全壊：１５，４８３棟 

住家半壊：８３，６９８棟 

住家一部損壊：１４１，０６５棟 

住家床上浸水：１，０６１棟 

住家床下浸水：３５１棟 

公共建物被害：１，０１０棟 

その他建物被害：３６，８８２棟 

（略） （略） 

（令和７年２月１日現在 災害対策本部取りまとめ） 

 

 

 

 

 

 

１ 県内の被害想定 

（略） 

（２）被害想定 

（略） 

表２ 東日本大震災の規模、被害の概要 

（略） （略） 

人的被害 

（死者は震災関連死及

び死亡届等が出された

行方不明者を含む） 

死者：４，１７０名 

行方不明者：０名 

重傷者：２０名 

軽傷者：１６３名 

建物被害 

（警戒区域指定自治体

においては一部未集計

） 

 

 

 

住家全壊：１５，４７９棟 

住家半壊：８３，５９６棟 

住家一部損壊：１４１，０５９棟 

住家床上浸水：１，０６１棟 

住家床下浸水：３５１棟 

公共建物被害：１，０１０棟 

その他建物被害：３６，８８２棟 

（略） （略） 

（令和５年１２月１８日現在 災害対策本部取りまとめ） 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第３章 

２ 

（１５頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６ 非常時優先業務数 

（１）勤務時間内の被災の場合 

評価 評価基準 

非常時優先 
業務数 
（A＝B＋

C） 

  

応急・復旧 
業務数 
（B） 

優先すべき 
通常業務数 

（C） 

A 
発災後直ちに（概ね３時
間以内）に着手すべき業
務 

350 340 10 

B 
発災後１２時間以内に
着手すべき業務 

88 75 13 

C 
発災後１日以内に着手
すべき業務 

120 113 7 

D 
発災後３日以内に着手
すべき業務 

45 38 7 

E 
発災後１週間以内に着
手すべき業務 

27 25 2 

 

 

 

表６ 非常時優先業務数 

（１）勤務時間内の被災の場合 

評価 評価基準 
非常時優先 
業務数 

（A＝B＋C） 

  

応急・復旧 
業務数 
（B） 

優先すべき 
通常業務数 

（C） 

A 
発災後直ちに（概ね３時間
以内）に着手すべき業務 

352 342 10 

B 
発災後１２時間以内に着
手すべき業務 

87 75 12 

C 
発災後１日以内に着手す
べき業務 

119 112 7 

D 
発災後３日以内に着手す
べき業務 

47 40 7 

E 
発災後１週間以内に着手
すべき業務 

29 25 4 
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￥ 

災害対策本部事務局組織図 

事務局長 
（危機管理部長） 

事務局次長 
（危機管理部 

政策監） 

総括班 

指揮調整ユニット（筆頭） 

企画調整ユニット 

庁内連携ユニット 

受理連携ユニット 

情報班 

即報作成・広報ユニット（筆頭） 

人的被害・住家被害情報 
ユニット 

インフラ被害情報ユニット 

問合わせ対応ユニット 

活動支援班 

安全監理調整ユニット（筆頭） 

活動支援ユニット 

予算・経理ユニット 

防災行政無線ユニット 

被災者支援班 

災害救助法ユニット（筆頭） 

応急修理ユニット 

借上住宅ユニット 

住家被害認定調査支援ユニット 

避難支援班 
避難支援ユニット 

避難アセスメントユニット（筆頭） 

物資班 

物資調整ユニット（筆頭） 

要請・調達ユニット 

輸送調整ユニット 

原子力班 

原子力災害対策・モニタリング 
ユニット（筆頭） 

発電所監視ユニット 

               

警察班 

プロジェクトチーム 

 

 

箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第４章 

１ 

（１８頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 災害対策本部及び事務局の組織編成 

（略） 

 

図３ 災害対策本部及び事務局の組織編成 

（略） 

 

 

災害対策本部事務局組織図

事務局長
(危機管理部長)

事務局次長
(危機管理部
政策監)

プロジェクトチーム

指揮調整ユニット（筆頭）

企画調整ユニット

庁内連携ユニット

受援連携ユニット

総括班

避難アセスメントユニット（筆頭）

避難支援ユニット避難支援班

即報作成・広報ユニット（筆頭）

情報班
人的被害・住家被害情報

ユニット

インフラ被害情報ユニット

問合わせ対応ユニット

安全監理調整ユニット（筆頭）

活動支援ユニット

予算・経理ユニット

防災行政無線ユニット

活動支援班

災害救助法ユニット（筆頭）

応急修理ユニット

借上住宅ユニット

住家被害認定調査支援ユニット

被災者支援班

物資調整ユニット（筆頭）

要請・調達ユニット

輸送調整ユニット

警察班

物資班

原子力災害対策ユニット（筆頭）

発電所監視ユニット

モニタリングユニット

原子力班

原子力災害対策      
ユニット（筆頭） 

発電所監視ユニット 

モニタリングユニット 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第４章 

２ 

（１９頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）勤務時間内の被災の場合 

（略） 

表７ 参集予測の対象職員（令和７年２月２６日現在）    

部局名 職員数 

総務部 ３６８ 

危機管理部 ８７ 

企画調整部 ２８６ 

生活環境部 １５８ 

保健福祉部 ３０４ 

商工労働部 ２０６ 

農林水産部 ３８２ 

土木部 ２９９ 

出納局 ５８ 

企業局 １８ 

病院局 ２３ 

議会事務局 ３６ 

選挙管理委員会事務局 ５ 

監査委員事務局 ２６ 

人事委員会事務局 １５ 

労働委員会事務局 １２ 

教育庁 ２５０ 

計 ２，５３３ 
 

（１）勤務時間内の被災の場合 

（略） 

表７ 参集予測の対象職員（令和５年５月 1 日現在）    

部局名 職員数 

総務部 ３６３ 

危機管理部 ８４ 

企画調整部 ２７２ 

生活環境部 １５５ 

保健福祉部 ３０５ 

商工労働部 ２０２ 

農林水産部 ３７０ 

土木部 ３００ 

出納局 ５５ 

企業局 １７ 

病院局 ２２ 

議会事務局 ３６ 

選挙管理委員会事務局 ５ 

監査委員事務局 ２５ 

人事委員会事務局 １５ 

労働委員会事務局 １２ 

教育庁 ２５０ 

計 ２，４８８ 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第４章 

２ 

（２０項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）勤務時間外に被災した場合 

  （略） 

 ②予測結果 

  参集予測の結果は別表２のとおりで、図４のように発災１時間以内に７４６

人（29%）、３時間以内に１，２０５人（48%）、２４時間以内には１，３２２人

（52%）、３日以内に１，３８３人（55%）、そして１週間以内には１，７７３人

（70%）の参集が可能と予測されます。 

  発災直後から、災害対策本部事務局の最大要員２０８名程度を大きく上回る 

 職員の参集が可能であり、非常時優先業務の遂行に必要な職員数を確保できる 

 見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）勤務時間外に被災した場合 

  （略） 

 ②予測結果 

  参集予測の結果は別表２のとおりで、図４のように発災１時間以内に７４４人

（30%）、３時間以内に１，２０４人（48%） ２４時間以内には１，３２２人（53%）、

３日以内に１，３８３人（56%）、そして１週間以内には１，７４２人（70%）の

参集が可能と予測されます。 

  発災直後から、災害対策本部事務局の最大要員２１３名程度を大きく上回る 

 職員の参集が可能であり、非常時優先業務の遂行に必要な職員数を確保できる 

 見込みです。 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第４章 

２ 

（２１頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）執務時間外に被災した場合 

（略） 

 図４ 職員参集率の想定（勤務時間外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）執務時間外に被災した場合 

（略） 

 図４ 職員参集率の想定（勤務時間外） 

 

(2,400人)

90%以上

(2,160人)

80%

(1,920人)

70%

(1,680人)

60%

(1,440人)

職員参集率　　50%

(1,200人)

（参集人数）　40%

(960人)

30%

(720人)

20%

(480人)

10%

(240人)

職員参集率（想定）

発災後の時間

30% 48% 53% 56% 70% 98%

１時間
以内

１ヶ月
以内

３時間
以内

24時間
以内

３日
以内

１週間
以内

７４４人

１，２０４人

１，３２２人

１，３８３人 １，７４２人

２，４３８人
発災からしばらくの間は、
家族の安否確認などに時

間を要すると想定し、参集

率を低めにしている。

遠距離通勤者（40km以上）は、最大１週
間程度参集困難者と想定
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第５章 

２ 

（ ２ ７

頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表１０ 【参考】県庁舎における電力需要（令和５年度データ） 

    電力 
備  考 

平均 最大 

本庁舎・西庁

舎・北庁舎 
458kW 1,522kW 

平均：4,023,463kW÷（366 日×24 時間） 

最大：令和 5 年 8 月 

自治会館 61kW 281kW 
平均：537,058kW÷（366 日×24 時間） 

最大：令和 5 年 7 月 

 

 表１１ 県庁舎の非常用自家発電設備の容量等 

 本庁舎 西庁舎 北庁舎 自治会館 

発電機容量 

 

200kVA 625kVA 250kVA×2 250kVA 

燃料タンク 490L 490L 

※地下タン

ク 2000L 

950L 

※地下タン

ク 8000L 

490L 

推定連続運 

転時間 

10時間 16 時間 72 時間 8 時間 

 ※地下タンクを利

用できるときは 3

日程度 

燃料種別 軽油 軽油 軽油 灯油 

 

 

 

 表１０ 【参考】県庁舎における電力需要（令和４年度データ） 

    電力 
備  考 

平均 最大 

本庁舎・西庁

舎 
477kW 1,395kW 

平均：4,178,145kW÷（365 日×24 時間） 

最大：令和 4 年 9 月 

自治会館 62kW 298kW 
平均：540,495kW÷（365 日×24 時間） 

最大：令和 4 年 8 月 

 

 表１１ 県庁舎の非常用自家発電設備の容量等 

 本庁舎 西庁舎 北庁舎 自治会館 

発電機容量 

 

200kVA 625kVA 250kVA×2 250kVA 

燃料タンク 490L 490L 

※地下タン

ク 2000L 

   

      

     

   

推定連続運 

転時間 

10時間 16 時間 72 時間 8 時間 

 ※地下タンクを

利用できるときは

3 日程度 

燃料種別 軽油 軽油 軽油 灯油 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第５章 

２ 

（ ２ ８

頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 

２ 

（ ２ ９

頁） 

 

 

 

 

 表１１ 県庁舎の非常用自家発電設備の容量等 

 本庁舎 西庁舎 北庁舎 自治会館 

供給

範囲 

・エレベーター４号機 

（１～３号機は西庁舎

発電機より） 

・揚水ポンプ、 

排水ポンプ 

・河川流域騒動システ

ム 

・議場照明 

・本庁舎５階正庁 

 照明 

 コンセント 

（西庁舎発電機より） 

・エレベーター５号機 

（１～４号機について

は、電源切替により順

次運転可能） 

・消火栓ポンプ 

（本庁舎含む） 

・揚水ポンプ、 

排水ポンプ、 

 スプリンクラーポン

プ 

・ボイラー（№１） 

・冷温水ポンプ（一

部） 

・電話交換機 

・１１階マシン室用電

源（一部） 

・中央管制室 

・各階各室内の一部の

非常照明（本庁舎含

む） 

・コンセントは無し 

・１１階統制局（Ｒ６

年１０月）（北庁舎発

電機より） 

・エレベーター３号機 

・給水ポンプ 

（上水、雑用水） 

・排水ポンプ 

・ヒートポンプパッケ

ージの一部 

・消火栓ポンプ 

・各階各室内の一部の

照明 

・各階各室内の非常用

コンセント 

・エレベーター１～３号

機 

・消火栓ポンプ 

 泡消火栓ポンプ 

（地下駐車場） 

・給水ポンプ（上水）、 

       

 排水ポンプ、 

 汚水ポンプ 

・地下駐車場排煙 

・電話交換機 

・冷温水発生機 

・各階各室内の一部の非

常用照明 

・コンセントは各フロア

南側系統、北側系統で

各々２０Ａ１回路程度 

・３階フロア会議室全て

の照明、コンセント 

 

 表１４ 同上（自治会館の飲料水・雑用水） 

 受水槽     

容量合計（㎥） 

使用量に基づく試算 

平均使用量 

（㎥／日） 

使用可能 

日数 

自治会館 36 ㎥ 約 20.5 ㎥ 約 1.7 日 

※ 自治会館の受水槽     は、飲料水、雑用水に共用 

 

 表１１ 県庁舎の非常用自家発電設備の容量等 

 本庁舎 西庁舎 北庁舎 自治会館 

供給

範囲 

・エレベーター４号機 

（１～３号機は西庁舎

発電機より） 

・揚水ポンプ、 

排水ポンプ 

・河川流域騒動システ

ム 

・議場照明 

・本庁舎５階正庁 

 照明 

 コンセント 

（西庁舎発電機より） 

・エレベーター５号機 

（１～４号機について

は、電源切替により順

次運転可能） 

・消火栓ポンプ 

（本庁舎含む） 

・揚水ポンプ、 

排水ポンプ、 

 スプリンクラーポン

プ 

・ボイラー（№１） 

・冷温水ポンプ（一

部） 

・電話交換機 

・１１階マシン室用電

源（一部） 

・中央管制室 

・各階各室内の一部の

非常照明（本庁舎含

む） 

・コンセントは無し 

           

           

       

・エレベーター３号機 

・給水ポンプ 

（上水、雑用水） 

・排水ポンプ 

・ヒートポンプパッケ

ージの一部 

・消火栓ポンプ 

・各階各室内の一部の

照明 

・各階各室内の非常用

コンセント 

・エレベーター１～３

号機 

・消火栓ポンプ 

 泡消火栓ポンプ 

（地下駐車場） 

・       、 

揚水ポンプ、 

 排水ポンプ、 

 汚水ポンプ 

・地下駐車場排煙 

・電話交換機 

・冷温水発生機 

・各階各室内の一部の

非常用照明 

・コンセントは各フロ

ア南側系統、北側系統

で各々２０Ａ１回路程

度 

・３階フロア会議室全

ての照明、コンセント 

 

 表１４ 同上（自治会館の飲料水・雑用水） 

 受水槽・高置水

槽 容 量 合 計

（㎥） 

使用量に基づく試算 

平均使用量 

（㎥／日） 

使用可能 

日数 

自治会館 36 ㎥ 約 20.5 ㎥ 約 1.7 日 

※ 自治会館の受水槽、高置水槽は、飲料水、雑用水に共用 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第５章 

３ 

（ ３ ０

頁） 

 

 

 

 

 

 

第５章 

４ 

（ ３ ２

頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１５ 食料の備蓄状況（令和７年１月１日現在） 

食糧の種類 数量 

フリーズドライご飯 2,000 食 

レトルト（筑前煮） 700 食 

レトルト（ハンバーグ） 650 食 

レトルト（肉じゃが） 650 食 

飲料水（500ｍｌ） 3,936 本 

 

（２）福島県総合情報通信ネットワーク【防災通信】 

○ 現状・課題 

福島県総合情報通信ネットワークは、衛星回線     及び有線回線

の複数ルートで構成される防災通信の要であり、県では本庁と出先機関、

市町村、消防本部、防災関係機関等１３８機関を結ぶ３００回線（地上系

有線２６７回線、          衛星系３３回線）を整備していま

す。 

（略） 

 

 

 

 

表１５ 食料の備蓄状況（令和６年１月１日現在） 

食糧の種類 数量 

フリーズドライご飯 2,000 食 

レトルト（筑前煮） 700 食 

レトルト（ハンバーグ） 650 食 

レトルト（肉じゃが） 650 食 

飲料水（500ｍｌ） 3,936 本 

 

（２）福島県総合情報通信ネットワーク【防災通信】 

○ 現状・課題 

福島県総合情報通信ネットワークは、衛星回線と地上回線及び有線回線

の複数ルートで構成される防災通信の要であり、県では本庁と出先機関、

市町村、消防本部、防災関係機関等１３８機関を結ぶ３６５回線（地上系

有線２６７回線、地上系無線６５回線、衛星系３３回線）を整備していま

す。 

（略） 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

第５章 

４ 

（ ３ ３

頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１８ 総合情報通信ネットワークの整備状況（本庁） 

                        （令和 7 年 4 月 1 日現在）  

系統 回線数(本庁) 備考 

地上系（有線） ２６７  

                   

  

衛星系 

地域衛星通信ネット

ワーク 

３３ 衛星可搬局を

含む 

衛星携帯電話（固定） ４  

衛星携帯電話（可搬） １５  

衛星携帯電話（車載） １０  

○ 対策 

停電時、総合情報通信ネットワークは、危機管理センターの非常用発電機 

により約７２時間の運転が可能ですが、長期化した場合には燃料の確保が必

要となります。その際には、県と福島県石油業協同組合との協定に基づき、

燃料の優先的な供給を受けることができるようになっています。 

危機管理センターについては、当該ネットワークのサーバ等が設置されて

いる県庁舎外の外部施設と地上系有線及び無線回線を複数ルートで結ぶこと

により、通信を確保しています。 

 

 

 

表１８ 総合情報通信ネットワークの整備状況（本庁） 

                        （令和 5 年 4 月 1 日現在）  

系統 回線数(本庁) 備考 

地上系（有線） ２６７  

地上系（無線） ６５ 自治会館を含

む 

衛星系 

地域衛星通信ネット

ワーク 

３３ 衛星可搬局を

含む 

衛星携帯電話（固定） ４  

衛星携帯電話（可搬） １５  

衛星携帯電話（車載） １０  

○ 対策 

    総合情報通信ネットワーク用の         非常用発電機

は  約４８時間の運転が可能ですが、長期化した場合には燃料の確保が必

要となります。その際には、県と福島県石油業協同組合との協定に基づき、燃

料の優先的な供給を受けることができるようになっています。 

危機管理センターについては、当該ネットワークのサーバ等が設置されて

いる県庁舎外の外部施設と地上系有線及び無線回線を複数ルートで結ぶこと

により、通信を確保しています。 
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【危機管理部】 

 

 

【企画調整部】 

 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

【危機管理部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【企画調整部】 

 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

（災害対策本部事務局業務）

部内全職員の安否確認 Ａ ○

危機管理監からの指揮の対応 Ａ ○

災害復興寄附金の受け入れ Ｅ ○

（災害対策本部事務局業務）

消防学校の被害状況の把握・報告 Ａ ○

消防防災航空センターの被害状況の把握・報告 Ａ 〇

（災害対策本部事務局業務）

　 　 　

（災害対策本部事務局業務）

原子力災害対策センターの被害状況の把握・報告 Ａ ○

（災害対策本部事務局業務）

原子力発電所の被害状況の把握・報告 Ａ ○

危機管理課

消防保安課

災害対策課

原子力防災課

区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

原子力安全対策
課

課名 業務内容

（災害対策本部事務局業務）

部内全職員の安否確認 Ａ ○

危機管理監からの指揮の対応 Ａ ○

災害復興寄附金の受け入れ Ｅ ○

（災害対策本部事務局業務）

消防学校の被害状況の把握・報告 Ａ ○

　 　 　

（災害対策本部事務局業務）

消防防災航空センターの被害状況の把握・報告 Ａ ○

（災害対策本部事務局業務）

原子力災害対策センターの被害状況の把握・報告 Ａ ○

　

　 　 　

危機管理課

消防保安課

災害対策課

原子力安全
対策課

放射線監視室

区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

　

課名 業務内容

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

初動調整業務 Ａ ○

福島県文化センターの被災状況の把握・報告 Ａ ○

　 　 　

他課への応援 Ｃ ○

文化振興課

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

初動調整業務 Ａ ○

福島県文化センターの被災状況の把握・報告 Ａ ○

関連市民活動団体等への協力要請 Ｃ ○

他課への応援 Ｃ ○

文化振興課
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保健福祉部】 

 

 

 

（略） 

 

 

【商工労働部】 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

【保健福祉部】 

 

 

 

（略） 

 

 

【商工労働部】 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

初動調整業務 Ａ ○

保育所等の被害状況の把握・報告 Ａ ○

　 　 　

他課への応援 Ｃ ○

子育て支援課

初動調整業務 Ａ ○

保育所等の被害状況の把握・報告 Ａ ○

在宅重症難病児童（人工呼吸器等使用者）の医療機
関等との受入調整

Ａ ○

他課への応援 Ｃ ○

子育て支援課

初動調整業務 Ａ ○

ハイテクプラザの被災状況の確認・報告 Ａ ○

　 　 　

ふくしま医療機器開発支援センターの被災状況の確
認・報告

Ａ ○

産業振興課
次世代産業課
医療関連産業
集積推進室

区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

課名 業務内容

初動調整業務 Ａ ○

ハイテクプラザの被災状況の確認・報告 Ａ ○

福島ロボットテストフィールドの被災状況の確認・
報告

Ａ ○

ふくしま医療機器開発支援センターの被災状況の確
認・報告

Ａ ○

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

産業振興課
次世代産業課
医療関連産業
集積推進室

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農林水産部】 

 

 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

【農林水産部】 

 

 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

初動調整業務 Ａ ○

農業　水利施設の緊急点検 Ａ ○

農業　水利施設危険箇所の安全対策 Ａ ○

農地及び農業用施設の被害状況の確認・報告 Ｃ ○

被災農地及び農業用施設の応急復旧
（農地海岸、農地地すべり区域含む）

Ｃ ○

農村基盤
整備課

初動調整業務 Ａ ○

農業用水利施設の緊急点検 Ａ ○

農業用水利施設危険箇所の安全対策 Ａ ○

農地及び農業用施設の被害状況の確認・報告 Ｃ ○

被災農地及び農業用施設の応急復旧
（農地海岸、農地地すべり区域含む）

Ｃ ○

農村基盤
整備課
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土木部】 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

【土木部】 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

初動調整業務 Ａ ○

維持委託業者の体制確認（各出先機関からの報告取
りまとめ）

Ａ ○

県管理道路・橋りょう等のパトロール実施状況取り
まとめ

Ａ ○

県管理道路・橋りょう等の被害状況・図面の取りま
とめ、土木部本部（防災担当）へ報告

Ａ ○

県民への情報提供開始（通行止め情報等） Ａ ○

緊急輸送道路確保のための情報収集・整理、出先機
関への情報提供

Ａ ○

緊急輸送道路等の応急対策業務着手（各出先機関か
らの報告取りまとめ）

Ａ ○

指定路線以外の緊急輸送道路確保に係る各出先機関
との連絡調整

Ａ ○

利用上支障がある施設等の応急復旧（各出先機関か
らの報告取りまとめ）

Ａ ○

警察と協力した交通規制の実施（各出先機関からの
報告取りまとめ）

Ａ ○

県管理道路及び橋りょうの被害の応急復旧による交
通の確保（各出先機関からの報告取りまとめ）

Ｂ ○

道路上の障害物除去について関係者への協力要請
（総合調整）

Ｂ ○

県管理道路及び橋りょう等の応急復旧工法・対策実
施状況等の取りまとめ、土木部本部（防災担当）へ
報告

Ｂ ○

災害調査結果について土木部本部（総務担当）へ報
告

Ｂ ○

道路・橋りょう等の災害復旧計画の作成（各出先機
関からの報告取りまとめ）

Ｂ ○

他機関への応援職員派遣、被災地支援の実施 Ｃ ○

道路・橋りょう等の災害応急対策工法等の取りまと
め、土木部本部（防災担当）へ報告

Ｃ ○

道路計画課
高速道路室
道路管理課
道路整備課

（道路総室）

初動調整業務 Ａ ○

維持委託業者の体制確認（各出先機関からの報告取
りまとめ）

Ａ ○

県管理道路・橋りょう等のパトロール実施状況取り
まとめ

Ａ ○

県管理道路・橋りょう等の被害状況・図面の取りま
とめ、土木部本部（防災担当）へ報告

Ａ ○

県民への情報提供開始（通行止め情報等） Ａ ○

緊急輸送　路確保のための情報収集・整理、出先機
関への情報提供

Ａ ○

緊急輸送　路等の応急対策業務着手（各出先機関か
らの報告取りまとめ）

Ａ ○

指定路線以外の緊急輸送　路確保に係る各出先機関
との連絡調整

Ａ ○

利用上支障がある施設等の応急復旧（各出先機関か
らの報告取りまとめ）

Ａ ○

警察と協力した交通規制の実施（各出先機関からの
報告取りまとめ）

Ａ ○

県管理道路及び橋りょうの被害の応急復旧による交
通の確保（各出先機関からの報告取りまとめ）

Ｂ ○

道路上の障害物除去について関係者への協力要請
（総合調整）

Ｂ ○

県管理道路及び橋りょう等の応急復旧工法・対策実
施状況等の取りまとめ、土木部本部（防災担当）へ
報告

Ｂ ○

災害調査結果について土木部本部（総務担当）へ報
告

Ｂ ○

道路・橋りょう等の災害復旧計画の作成（各出先機
関からの報告取りまとめ）

Ｂ ○

他機関への応援職員派遣、被災地支援の実施 Ｃ ○

道路・橋りょう等の災害応急対策工法等の取りまと
め、土木部本部（防災担当）へ報告

Ｃ ○

道路計画課
高速道路室
道路管理課
道路整備課

（道路総室）
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出納局】 

 

 

（略） 

 

（略） 

 

【企業局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出納局】 

 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

【企業局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初動調整業務 Ａ ○

電子入札システム及び入札情報公開システムの稼働
状況の確認(通常)

Ｂ ○

他課への応援 Ｃ ○

入札用度課

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

初動調整業務 Ａ ○

　 　 　

他課への応援 Ｃ ○

入札用度課

初動調整業務 Ａ ○

局内全職員の安否確認 Ａ ○

いわき事業所庁舎等の被害状況の把握・報告 Ａ ○

局内の職員の不足状況調査と調整 Ｂ ○

　 　 　

工業用水施設の被害状況、応急対策の取りまとめ・
報告、受水企業への情報提供

Ａ ○

応急復旧作業 Ａ ○

他団体等との応援協定に基づく、応援の要請 Ｂ ○

工業用水道経
営課

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内

初動調整業務 Ａ ○

局内全職員の安否確認 Ａ ○

いわき事業所庁舎等の被害状況の把握・報告 Ａ ○

局内の職員の不足状況調査と調整 Ｂ ○

初動調整業務 Ａ ○

工業用水施設の被害状況、応急対策の取りまとめ・
報告、受水企業への情報提供

Ａ ○

応急復旧作業 Ａ ○

他団体等との応援協定に基づく、応援の要請 Ｂ ○

企業総務課

工業用水道課

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

７日
以内
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箇所 新（改訂後） 旧（現 行） 

別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育庁】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

【教育庁】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

初動調整業務 Ａ ○

教育庁全職員の安否確認 Ａ ○

教育委員の安否確認 Ａ ○

教育センターの被害状況の把握・報告 Ａ ○

ふくしま教育総合ネットワークの維持管理（通常） Ａ ○

　　　　　報道対応業務 Ａ ○

教育庁内の職員の不足状況調査と調整 Ｂ 〇

福島県災害時学校支援チームの派遣の検討 Ｃ 〇

７日
以内

教育総務課

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

初動調整業務 Ａ ○

教育庁全職員の安否確認 Ａ ○

教育委員の安否確認 Ａ ○

教育センターの被害状況の把握・報告 Ａ ○

ふくしま教育総合ネットワークの維持管理（通常） Ａ ○

教育広報・報道対応業務 Ａ ○

教育庁内の職員の不足状況調査と調整 Ｂ 〇

　 　 　

７日
以内

教育総務課

課名 業務内容 区分

業務を開始する時期

３ｈ
以内

12ｈ
以内

１日
以内

３日
以内

初動調整業務 Ａ ○

支部宿泊施設状況確認業務(共済本部との連絡調整を
含む)

Ａ ○

共済組合等各種システム稼働状況確認（通常） Ｃ ○

被災地の教育関係職員（家族を含む。）の福利厚生 Ｃ ○

手持ち資金確認及び各種支払業務（通常） Ｄ ○

共済本部・他支部との連絡調整業務 Ｄ ○

　 　 　

　 　 　

福利課

初動調整業務 Ａ ○

支部宿泊施設状況確認業務(共済本部との連絡調整を
含む)

Ａ ○

共済組合等各種システム稼働状況確認（通常） Ｃ ○

被災地の教育関係職員（家族を含む。）の福利厚生 Ｃ ○

手持ち資金確認及び各種支払業務（通常） Ｄ ○

共済本部・他支部との連絡調整業務 Ｄ ○

新規貸付業務（通常） Ｅ ○

組合員証発行業務(紙ベース)（通常） Ｅ ○

福利課

初動調整業務 Ａ ○

県立文化財施設等の被害状況の把握・報告 Ａ ○

応急修理、現状保存 Ｂ ○

県立文化財施設の収蔵品の被害状況把握 Ｃ ○

国宝、国・県指定文化財の被害状況把握 Ｄ ○

文化財レスキューの支援要請 Ｄ ○

保管場所被害の際の文化財移転作業 Ｄ ○

市町村指定文化財の被害状況把握 Ｅ ○

文化財課

初動調整業務 Ａ ○

県立文化財施設等の被害状況の把握・報告 Ａ ○

県立文化財施設等の応急復旧 Ｂ ○

県立文化財施設の収蔵品の被害状況把握 Ｃ ○

指定文化財等の被害状況把握 Ｃ ○ 　

文化財レスキューの支援要請 Ｄ ○

保管場所被害の際の文化財移転作業 Ｅ 　 ○

　 　 　

文化財課


